
都道府県労働局長殿

基発 0330第 30号

平成 24年 3 月 30 日

厚生労働省労働基準局長

( 公印省時)

平成 1 8年 10月 2 日付け1B~第 1 002004号「障害者自立支援法に

基づく就労継続支援により作業を行う障害者に対する

労働基準法の適月I ~卒について 」 の一部改正について

I~Ì~存者向立支援法(平成 1 7年法律第 1 23号)については、平成1 8年4IIl 日に施行され

たところであるが、 就労継続支援fljll1支の|ITl始後においても、従来からの福祉工場は、平

成24年 3 月までの問は存続することができることとされていたが、今般、 111~害者自立支

援法によるサービス体系が旧体系から新体系へ移行することから、下記のとおり通達の

一部を改正することとしたので、了知されたい。

記

1 冒頭文中の障害者自立支援法の法律番号を「平成17年法律第123号」に改める。

2 記の 3の「福祉工場において作業を行う|障害者の労働基準法第 9条の適用につい

て」を削除する。



(日IJ添)

新旧対n日表

O 平成 18年 10月 21:1付け基発第 1002004号「障害者自立支援i法に基づ く

就労継続支援により作業を行 う障害者に対する労働基準法の適用等について」

(抄)

改 正 後 改 正 前

障害者自立支援法(平成17年法律第123 |埠害-li自立支媛法(平成17年法律第132

号) 号)

(j'iIJ除) 3 福祉工場において作業を行う障害者

の労働基準法第 9条の適用について

就労継続支媛制度の |]日始後において

も、従来からの儒祉工場は、平成24年 3

月30日までの聞は、存続することができ

ることとなっているものであり、当該福

tll工場において作業を行う障害者に係る

労働基準法第 9条の「労働者」の判断に

ついては、従前のとおり、福祉工場にお

ける陥害者については、 「労働者」 とし

て扱うこ占。




